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市役所からのお知らせ

平成 25年度�阿蘇市職員採用試験を行います
総務課�人事係　☎２２－３１１１　お５５－３１１１

平
成
25
年
度
阿
蘇
市
職
員

採
用
試
験
を
次
の
と
お

り
行
い
ま
す
。

●
第
１
次
試
験
実
施
日　
　

　
９
月
22
日
日

●
第
１
次
試
験
地

　
阿
蘇
中
央
高
校（
阿
蘇
校
舎
）

●
受
付
期
間

　
７
月
29
日
月
～
８
月
16
日
金

　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

　

�（
た
だ
し
、土・日
曜
は
除
く
）

※�

郵
送
で
の
申
し
込
み
は
、
８

月
16
日
金
ま
で
の
消
印
が

あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付

け
ま
す
。

●
第
２
次
試
験
（
面
接
等
）

　

�

下
記
試
験
の
合
格
者
は
、
10

月
下
旬
頃
に
阿
蘇
市
役
所

で
第
２
次
試
験
（
面
接
等
）

を
行
い
ま
す
。

試　験

区　分 職　種 採用予定数 職務の概要など

高卒程度 一般事務 2人程度
市長部局・議会・各種委員会などで事務に従事しま
す。高卒程度 一般事務

( 身体障がい者対象 ) 1人程度

高卒程度 土　　木 1人程度 市長部局に勤務し、専門の技術業務に従事します。

区　分 職　種 受　験　資　格

高卒程度 一般事務 昭和 63年 4月 2日～平成 8年 4月 1日までに生まれた人

高卒程度 一般事務
( 身体障がい者対象 )

昭和 59 年 4月 2日～平成 8年 4月 1日までに生まれた方で、身
体障がい者手帳の交付を受け、自力により通勤ができ、かつ介助
なしで職務の遂行が可能な人
また、活字印刷文による出題及び口頭による面接試験に対応でき
る人

高卒程度 土　　木 昭和 63年 4月 2日～平成 8年 4月 1日までに生まれた人

直接取りに来る場合 阿蘇市役所 2階　総務課人事係　に用意してあります。

郵送で請求する場合
封筒の表に「阿蘇市職員採用試験申込書請求」と朱書きし、140円切手を貼っ
た宛先明記の返信用封筒（Ａ 4サイズが入るもの）を同封の上、「〒 869-
2695 阿蘇市役所　阿蘇市総務課人事係」に請求してください。

インターネットから
ダウンロードする場合

阿蘇市のホームページ（http://www.city.aso.kumamoto.jp/）にアクセ
スして、申込書（PDF形式）をダウンロードしてください。なお、Ａ 4サ
イズの厚紙（官製はがき程度の厚さで白紙）を使用してください。

試験区分など

受 験 資 格

申込書の請求方法

◆阿蘇広域行政事務組合の採用情報は３１ページに掲載しています。

《�テーマ：チャレンジ！》　
　国語のかん字で読みかたをちゃんとおぼえたいです。（阿蘇西小３年・塚本大

た い し ろ う
志朗）
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市民の皆さまへ、大事なお知らせや制度などを紹介するコーナーです。
お問い合わせは各担当課までお気軽にどうぞ。（おはお知らせ端末の番号）City�information

複合健診（住民健診）が７月２６日から始まります
一の宮保健センター　☎２２－５０８８　お５５－５０８８

案　内

７
月
26
日
か
ら
複
合

健
診
（
住
民
健
診
）

が
始
ま
り
ま
す
。
ま
だ
、

申
し
込
ん
で
い
な
い
人
も

受
診
で
き
ま
す
の
で
、
事

前
に
一
の
宮
保
健
セ
ン
タ

ー
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

健診日 健診実施場所
7月26日・27日 阿蘇体育館 第 2 体育館
7月28日 尾ヶ石東部小学校
7月29日・30日 坂梨公民館
7月31日 役犬原コミュティーセンター
8月1日 中通公民館
8月2日・3日・4日 波野保健福祉センター
8月5日・6日 阿蘇体育館 第 2 体育館
8月7日・8日 阿蘇西小学校
8月9日・10日 古城公民館
8月11日 旧乙姫小学校体育館
8月17日・18日・19日 阿蘇小学校体育館（旧碧水小学校）
8月20日・21日・22日・23日 一の宮体育館（就業センター）
8月24日・25日 一の宮保健センター
8月26日・27日・２８日 阿蘇体育館 第 2 体育館

　
生
活
習
慣
病
は
自
覚
症

状
が
な
い
ま
ま
進
行
し
ま

す
。
毎
年
、
健
診
を
受
け

て
、
生
活
習
慣
を
見
直
し

ま
し
ょ
う
。

※�地区の指定日以外でも受診できるよう、地区外の受付時間も設けています。
日程などを事前にお問い合わせの上、時間厳守で会場にお越しください。

健診名 健診項目 対象者 自　己
負担額

３０歳代健康診査 医師の診察・問診、身長、体重、腹囲、
肥満度、血液検査、尿検査、心電図

国保加入者で平成２５年度に
３０歳～３９歳になる方 500 円

特定健康診査 医師の診察・問診、身長、体重、腹囲、
肥満度、血液検査、尿検査、心電図

国保加入者で平成２５年度に
４０歳～７４歳になる方 500 円

後期高齢者健康診査 医師の診察・問診、身長、体重、肥満度、
血液検査、尿検査 後期高齢者医療加入の方 800 円

肝炎ウイルス検診 ＊これまでに受診した方は対象外です。 ４０歳以上の男女 400 円

前立腺がん検診 採血 ５０歳以上の男性 300 円

胸部レントゲン検診 肺がん・結核検診 ４０歳以上の男女（妊婦を除く） 300 円

胃がん検診 バリウムを飲んでレントゲン撮影 ４０歳以上の男女（妊婦を除く） 700 円

大腸がん便潜血検査 便潜血２日法 ４０歳以上の男女 300 円

超音波検診 超音波をあて上腹部の検査 ３０歳以上の男女 600 円

子宮頸がん検診 頚部がんの検診 ２０歳以上の女性 600 円

乳
が
ん
検
診

乳房超音波検査 ３０歳以上の女性 400 円

乳房レントゲン検査 マンモグラフィー ４０歳以上の女性 800 円

★

★

★

★

★ 国のがん予防対策により、特定の節目年齢の方は無料で受けることができます。無料検診対象者には個別に通知します。

《�テーマ：チャレンジ！》　
　やきゅうで、こわがらないでボールをとるようにがんばりたいです。（阿蘇西小３年・坂田麻

ま い
衣）



22広報 あそ
2013.07

市役所からのお知らせ

《後期高齢者医療》8 月から新しい保険証をご使用ください
ほけん課�高齢者医療係　☎２２－３１４５　お５６－３１４５

現
在
お
持
ち
の
保
険

証
（
黄
色
）
の
有

効
期
限
は
、
平
成
25
年
７

月
31
日
ま
で
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　
新
し
い
保
険
証
（
オ
レ

ン
ジ
色
）
は
、
７
月
中
に

簡
易
書
留
で
郵
送
し
ま
す

の
で
、
８
月
１
日
か
ら
は

新
し
い
保
険
証
を
お
使
い

く
だ
さ
い
。

案　内

一部負担金の割合（病院などでの窓口負担）

　
新
し
い
保
険
証
に
記
載

し
て
あ
る
一
部
負
担
金
の

割
合
は
、
平
成
25
年
度
の

市
町
村
民
税
の
課
税
所
得

を
も
と
に
判
定
し
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
現
在
お
持
ち
の

保
険
証
（
黄
色
）
は
、
８

月
１
日
以
降
に
、
ハ
サ
ミ

な
ど
で
裁
断
の
う
え
、
破

棄
し
て
く
だ
さ
い
。

上記条件に該当しない世帯の
被保険者

※新しい保険証は裏面に臓器提供意思表示ができるよ
うになりましたので、臓器提供の意思表示をする際は、
ボールペンで記入してください。なお、個人情報保護
のためのシールを担当窓口に用意しています。

同一世帯の後期高齢者医療被
保険者のうち、市町村民税の
課税所得が１４５万円以上あ
る人がいる世帯の被保険者

３割

１割

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証も更新されます
　
現
在
お
持
ち
の
「
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認

定
証
」（
黄
色
）
の
有
効
期

限
は
７
月
31
日
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　
新
し
い
「
限
度
額
適
用･

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

（
オ
レ
ン
ジ
色
）
を
７
月
中

に
簡
易
書
留
で
郵
送
し
ま
す

の
で
、
８
月
１
日
か
ら
ご
使

用
く
だ
さ
い
。

●
新
規
の
申
請
に
つ
い
て

　
低
所
得
者
Ⅰ・Ⅱ
の
方
で
、

現
在
「
限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
」
を
お

持
ち
で
な
い
人
が
入
院
さ
れ

る
場
合
に
は
、
こ
の
認
定
証

が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、

ほ
け
ん
課
窓
口
で
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

　
な
お
、現
役
並
み
所
得
者
、

一
般
所
得
者
の
方
は
該
当
し

ま
せ
ん
。（
下
表
を
参
照
）

●
申
請
に
必
要
な
も
の　

▼�
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

▼
印
か
ん

区分 一部負担金の上限額 食事代（１食当たり）

現役並み所得者 ( ※ 1)
80,100 円＋ ( 総医療費
－ 267,000 円）×１％ 260 円
4 回目から 44,400 円

一般所得者 ( ※ 2) 44,400 円 260 円

低所得者Ⅱ ( ※ 3) 24,600 円 過去 12 か月で 90 日までの入院　　210 円
過去 12 か月で 91 日目からの入院　160 円 ( ※ 5)

低所得者Ⅰ ( ※ 4) 15,000 円 100 円

※ 1現役並み所得者とは、同一世帯の被保険者に課税所得が 145万円以上の方がいる場合
※ 2一般所得者とは、現役並み所得者、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ以外の方。
※ 3低所得者Ⅱとは、被保険者の属する世帯の全員が住民税非課税の方。
※ 4�低所得者Ⅰとは、被保険者の属する世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員の各所得��������
が 0 円となる方。（年金収入のみの場合は、80万円以下の方）

※ 5入院期間が 90日を超えた場合は、申請により食事代が 160円になります。

申
請
が
必
要
で
す

《�テーマ：チャレンジ！》　
　たいこをならうから、いっしょうけんめいがんばります！（阿蘇西小３年・宮本花

は な
菜）




